
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下に昇降するシャッタ板の両端部に設けられた一対のガイドレールと前記シャッタ板
との隙間に両端が着脱可能なシャッタ補強部材において、
　該シャッタ補強部材が、一端に開口部を有する 筒状に形成された筒状部材と
、一端が該筒状部材の内部にスライドして伸出及び収納可能である

スライド部材と、
前記筒状部材と前記スライド

部材とを所定位置で固定させる 係止部材と、前記筒状部材の他端および前記スラ
イド部材の他端のそれぞれに設けられ前記一対のガイドレールと前記シャッタ板との隙間
に挿し込まれる爪部と、を備え、
　更に、該爪部は、取付け時において前記シャッタ板と反対側の面が先端に向かって前記
シャッタ板側に傾斜した楔形に形成されることを特徴とするシャッタ補強部材。
【請求項２】
　上下に昇降するシャッタ板の両端部に設けられた一対のガイドレールに両端が着脱可能
なシャッタ補強部材において、
　該シャッタ補強部材が一端に開口部を有する 筒状に形成された筒状部材と、
一端が前記筒状部材の内部にスライドして収納及び伸出可能である

スライド部材と、
前記筒状部材と前記スライド
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た凹状の柱形状の 前記筒状部材に螺着されるとともに、該筒状部材に収
納された前記スライド部材の前記溝に当接し押圧することで

ねじ状の

略四角柱の
長手方向に溝を形成し

た凹状の柱形状の 前記筒状部材に螺着されるとともに、該筒状部材に収
納された前記スライド部材の前記溝に当接し押圧することで



部材とを所定位置で固定させる 係止部材と、前記筒状部材の他端を前記一対のガ
イドレールのうち一方に回動自在に取付ける回転軸部材と、前記スライド部材の他端に設
けられて、前記一対のガイドレールのうちの他方に設けた係止部に係止される係止突起と
、を備えることを特徴とするシャッタ補強部材。
【請求項３】
　前記筒状部材は、該筒状部材の中央付近で開口部側と開口部の反対側とに分断され、前
記筒状部材の前記開口部側及び前記開口部の反対側は、蝶番により２つ折り状態と直列状
態との間で回動可能に連結されるとともに、固定金具により２つ折り状態又は直列状態に
固定可能であって、
　前記スライド部材の長さは、前記筒状部材の開口部側の長さ以下であることを特徴とす
る 記載のシャッタ補強部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シャッタ板が上下に昇降するスライド式シャッタの補強部材に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
 台風などの強風時にシャッタが風に煽られることで大きくバタつき、大きな音を出した
り、場合によっては折れ曲がって破損することがある。
【０００３】
　このような騒音や破損を抑止するための従来の技術としては、例えば、シャッタ板の上
部に取付部を設け、この上部取付部とシャッタ板下方の地面部との間にシャッタ補強部材
をシャッタ板に近接若しくは当接状態で立設するものや、シャッタ板の左右部に取付部を
設け、この左右部の取付部の間にシャッタ補強部材をシャッタ板に近接若しくは当接状態
で横設するものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－２４０３７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記のような従来のシャッタ補強部材においては、シャッタ補強部材の他に上
部若しくは左右部にシャッタの構成部材とは別に取付部を組み立てて設置するものである
ため設置作業に時間がかかり、また、別途取付部を設けるので設置費用がかかる。
【０００５】
　そこで、本発明は、以上のような事情や問題点に鑑みてなされたものであり、従来のシ
ャッタ補強部材よりも設置時間が短縮でき、安価で、汎用性に優れたシャッタ補強部材を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するための請求項１の発明に係るシャッタ補強部材は、上下に昇降す
るシャッタ板の両端部に設けられた一対のガイドレールと前記シャッタ板との隙間に両端
が着脱可能なシャッタ補強部材において、該シャッタ補強部材が、一端に開口部を有する

筒状に形成された筒状部材と、一端が該筒状部材の内部にスライドして伸出及
び収納可能である スライド部材と、

前記筒状部材と前記スライド部材とを所定位置で固定させる 係止部材
と、前記筒状部材の他端および前記スライド部材の他端のそれぞれに設けられ前記一対の
ガイドレールと前記シャッタ板との隙間に挿し込まれる爪部と、を備え、更に、該爪部は
、取付け時において前記シャッタ板と反対側の面が先端に向かって前記シャッタ板側に傾
斜した楔形に形成されることを特徴とする。
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【０００８】
　請求項 の発明に 、上下に昇降するシャッタ板の両端部に設け
られた一対のガイドレールに両端が着脱可能なシャッタ補強部材において、該シャッタ補
強部材が一端に開口部を有する 筒状に形成された筒状部材と、一端が前記筒状
部材の内部にスライドして収納及び伸出可能である

スライド部材と、
前記筒状部材と前記スライド部材とを所定位

置で固定させる 係止部材と、前記筒状部材の他端を前記一対のガイドレールのう
ち一方に回動自在に取付ける回転軸部材と、前記スライド部材の他端に設けられて、前記
一対のガイドレールのうちの他方に設けた係止部に係止される係止突起と、を備えること
を特徴とする 。
【０００９】
　請求項 の発明

前記筒状部材は、該筒状部材の中央付近で開口部側と開口部の反対側と
に分断され、前記筒状部材の前記開口部側及び前記開口部の反対側は、蝶番により２つ折
り状態と直列状態との間で回動可能に連結されるとともに、固定金具により２つ折り状態
又は直列状態に固定可能であって、前記スライド部材の長さは、前記筒状部材の開口部側
の長さ以下であることを特徴とする 。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１の発明によれば、筒状部材の端部およびスライド部材の端部に設けられた爪部
が、スライド式シャッタの一対のガイドレールとシャッタ板との隙間に挿し込まれること
で、シャッタ補強部材がスライド式シャッタに固定される。これによると、スライド式シ
ャッタに従来から設けられている一対のガイドレールおよびシャッタ板を用いてシャッタ
補強部材を固定するので、シャッタ補強部材を取り付けるために別途新たな部材を取り付
ける必要が無い。したがって、きわめて簡便にシャッタ補強部材を取り付けることができ
る。また、新たな部材が必要ないことでコストの低減を図ることができる。
【００１１】
　また、筒状部材の一端に設けられた開口部からスライド部材が収納および伸出でき、筒
状部材とスライド部材とを係止部材によって任意の所定位置で固定させることが出来るの
で、シャッタ補強部材を伸縮させ任意の長さで固定させることが出来る。したがって、シ
ャッタ補強部材を伸縮させることで爪部をガイドレールとシャッタ板との隙間により容易
に挿し込むことができ、シャッタ補強部材の取り付けがより簡便なものとなる。さらに、
シャッタ補強部材が伸縮可能であるので、所定範囲内のさまざまな幅のスライド式シャッ
タに取付けることができる。したがって、きわめて汎用性に優れている。
【００１２】
　請求項２の発明によれば、請求項１の発明と同様に筒状部材の一端に設けられた開口部
からスライド部材が収納および伸出でき、筒状部材とスライド部材とを係止部材によって
任意の所定位置で固定させることが出来るので、シャッタ補強部材を伸縮させ任意の長さ
で固定させることが出来る。すなわち、シャッタ補強部材が伸縮可能であるので、所定範
囲内のさまざまな幅のスライド式シャッタに取付けることができる。したがって、きわめ
て汎用性に優れている。また、筒状部材の端部およびスライド部材の端部に設けられた係
止突起が、スライド式シャッタの一対のガイドレールに固定された係止部に係止されるこ
とで、シャッタ補強部材がスライド式シャッタに固定される。これにより、スライド式シ
ャッタからシャッタ補強部材を簡便に着脱可能となる。
【００１３】
　請求項３の発明によれば、回転軸部材によって一対のガイドレールのうち一方に筒状部
材の端部が回動自在に取り付けられるので、シャッタ補強部材は筒状部材の端部を軸とし
て回動できる。そして、スライド部材の端部に設けられた係止突起が一対のガイドレール
のうち他方に固定された係止部に係止できるので、スライド式シャッタを補強する必要が
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の 前記筒状部材に螺着されるとともに、該筒状部材に収納された前記ス
ライド部材の前記溝に当接し押圧することで
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ものである

３ に係るシャッタ補強部材は、請求項１又は請求項２に記載のシャッタ補
強部材であって、

ものである



あるときには、当該係止突起を係止することで、シャッタ補強部材をスライド式シャッタ
のシャッタ板に当接させることができ、スライド式シャッタを補強することができる。一
方、スライド式シャッタを開く場合などのようにスライド式シャッタを補強する必要がな
いときには、スライド部材の端部を一対のガイドレールのうち筒状部材の端部が回動自在
に取り付けられているガイドレールに近接または密接させることで、シャッタ補強部材を
当該ガイドレールにほぼ平行に近接させることができ、スライド式シャッタが開いた状態
であってもシャッタ補強部材が邪魔にならないようにできる。したがって、シャッタ補強
部材をきわめて簡単にスライド式シャッタを補強する状態にすることができると共に、ス
ライド式シャッタを補強しないときにも別途保管場所が必要ない。なお、回転軸部材をガ
イドレールから取り外して保管することもできる。
【００１４】
　請求項４の発明によれば、筒状部材はスライド部材を収納したまま二つ折りにすること
ができるので、シャッタ補強部材を取り外したときに従来よりも狭いスペースで保管する
ことができる。又、持ち運びにも便利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　（実施例１）
この発明の第１実施形態について図１乃至図３に基づいて説明する。
【００１６】
　この発明の第１の実施形態のシャッタ補強部材３は、図１に示すように、筒状部材４、
スライド部材５、係止部材６、弾性部材８及び爪部７１を有している。前記筒状部材４は
内部に空間を設けた略四角柱に形成されており、該筒状部材４の一方の端には前記スライ
ド部材５を当該筒状部材４の空間に挿入できる開口部が設けられており、又、筒状部材４
の他方の端には、図３に示すスライド式シャッタ１４のシャッタ板１と一対のガイドレー
ル２との隙間に挿着可能な楔形に形成された爪部７１が延出するように固定されている。
また、筒状部材４の側面のうち一面には中央よりも開口部寄りの２箇所に内部空間まで貫
通したねじ穴４１が設けられている。
【００１７】
　前記スライド部材５は前記係止部材６を係止するための横長な溝５１を形成した凹状の
柱形状となっており、前記筒状部材４の開口部から内部へ挿入可能となっている。また、
筒状部材４の開口部から伸出する側のスライド部材５の端には、スライド式シャッタ１４
のシャッタ板１と一対のガイドレール２との隙間に挿着可能な楔形に形成された爪部７１
が延出するように固定されている。なお、このスライド部材５の長さは、筒状部材４の長
さ以下であればよい。
【００１８】
　前記係止部材６は、筒状部材４の側面に設けられたねじ穴４１に嵌合するねじで、筒状
部材４のねじ穴４１に螺着させたときにその先端は筒状部材４の内部に挿入されたスライ
ド部材５の溝５１に当接し押圧する構成となっている。
【００１９】
　前記弾性部材８は、筒状部材４の側面のうち前記係止部材６を螺着するねじ穴４１と反
対側の面に貼着されている。すなわち、シャッタ補強部材３がスライド式シャッタ１４に
取り付けられたときにスライド式シャッタ１４側となる面に貼着されている。また、弾性
部材は少なくともスライド部材５の側面のうちシャッタ補強部材３がスライド式シャッタ
１４に取り付けられたときにスライド式シャッタ１４側となる面であって、スライド部材
５が筒状部材４に収納されたときに筒状部材４から延出する部分にも貼着されている。
【００２０】
　筒状部材４の側面に設けられたねじ穴４１に係止部材６が挿入され締められると、図２
に示すように筒状部材４の内部に挿入されているスライド部材５の側面に設けられた溝５
１に係止部材６の先端が押圧することで、筒状部材４とスライド部材５とが止着される。
一方、係止部材６が筒状部材４の側面に設けられたねじ穴４１で緩められると、スライド
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部材５の側面に設けられた溝５１から係止部材６の先端が離れるので、スライド部材５が
筒状部材４の内部空間をスライド可能となり、シャッタ補強部材３が伸縮可能となる。
【００２１】
　シャッタ補強部材３をスライド式シャッタ１４に取り付ける際には、まず、シャッタ補
強部材３を横向きに保持し、シャッタ補強部材３の両端の爪部７１がスライド式シャッタ
１４の一対のガイドレール２の間に位置するようにシャッタ補強部材３を配置させる。そ
して、シャッタ補強部材３の弾性部材８をシャッタ板 1に密着させつつ、シャッタ補強部
材３を伸長させることでシャッタ補強部材３の両端の爪部７１をシャッタ板１とガイドレ
ール２との隙間に挿入する。そして、係止部材６を締めることによって筒状部材４とスラ
イド部材５とを固定させ、シャッタ補強部材３の長さを固定させる。このように、きわめ
て簡便にシャッタ補強部材３をスライド式シャッタ１４に取り付けることができる。
【００２２】
　また、シャッタ補強部材３がスライド式シャッタ１４に取り付けられると、筒状部材４
およびスライド部材５に貼着された弾性部材８がスライド式シャッタ１４のシャッタ板１
にほぼ密着されることとなり、これによって、風などでシャッタ板１がばたつくことを防
止できる。又、シャッタ板１がガイドレール２と衝突することによる騒音やシャッタ板１
が破損することを防ぐことができる。特に、シャッタ補強部材３のシャッタ板１と密着す
る部分が弾性部材８となっていることで、シャッタ補強部材３の圧力をシャッタ板１によ
り均等に加えることができ前述の騒音や破損をより効果的に防ぐことができる。
【００２３】
　なお、ここで、弾性部材８としては、ゴムや、各種樹脂のエラストマー等のゴム状弾性
体からなる部材が好適に使用されるがバネ部材等の他の弾性部材を用いてもよい。
【００２４】
　また、シャッタ補強部材３は伸縮できるので、さまざまな幅のスライド式シャッタ１４
の補強に用いることができ汎用性に優れている。更に、スライド式シャッタ１４からシャ
ッタ補強部材３を取り外したときに、シャッタ補強部材３は縮めることができるので持ち
運びや保管がより容易になる。
【００２５】
　（実施例２）
　次に、本件発明の第２の実施形態を図４乃至図６に基づいて説明する。なお、第１の実
施形態と同一構成については、同じ符号を付し説明を省略する。
【００２６】
　図４において、筒状部材４の端部に設けた係止突起７２は、筒状部材４の端部から突起
し、そのシャッタ板１側面の端縁は凹んで段差７４を形成している。また、スライド部材
５の端部にも同様の係止突起７２が設けられている。
【００２７】
　一方、スライド式シャッタ１４の一対のガイドレール２には、図５に示すように、前記
係止突起７２を挿し込むことができるほぼ四角形に折り曲げられた引掛け部材９１とこの
引掛け部材９１をガイドレール２に水平方向に回動自在に固定する固定板９２とを有して
いる。そして、この引掛け部材９１に係止突起７２が挿入されることによりシャッタ補強
部材３の両端が支持される。なお、引掛け部材９１は固定板９２と略平行の状態から略垂
直の状態まで回動可能であり、略垂直の状態にしたときは係止突起７２を挿入できると共
に略並行の状態にしたときは固定板９２に密接するので邪魔にならない。
【００２８】
　シャッタ補強部材３を使用するときには、筒状部材４の端部およびスライド部材５の端
部にそれぞれ設けられた係止突起７２を一対のガイドレール２に固定された係止部９に嵌
め込み固定するだけでよい。すると、筒状部材４およびスライド部材５に貼着された弾性
部材８がシャッタ板１に密着して、スライド式シャッタ１４を補強することができる。な
お、筒状部材４の端部に設けられた係止突起７２の段差７４によって、シャッタ板１とガ
イドレール２の双方を押圧することができる。
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【００２９】
　このように第２の実施形態のシャッタ補強部材３はシャッタ板１とガイドレール２の双
方を押圧して固定できるのでより安定的にスライド式シャッタ１４に固定できると共に、
容易に着脱可能であり、また、シャッタ補強部材は伸縮自在であるので取り外した際の保
管や持ち運びが容易である。
【００３０】
（実施例３）
　本件発明の第３の実施形態について図７乃至図９に基づいて説明する。なお、第 1の実
施形態と同一構成については、同じ符号を付し説明を省略する。
【００３１】
　シャッタ補強部材３の筒状部材４側の端部付近には、図７に示すように筒状部材４を回
転自在に支持すると共に、先端部がスライド式シャッタ１４のガイドレール２に取付可能
なねじ形状に形成された回転軸部材７３が取り付けられている。また、シャッタ補強部材
３のスライド部材５側の端部には係止突起７２が設けられている。
【００３２】
　シャッタ補強部材３がスライド式シャッタ１４を補強しないときには、図８に示すよう
にスライド式シャッタ１４の一対のガイドレール２のうち一方の上部には筒状部材４の端
部に取り付けられた回転軸部材７３が軸着されるが、スライド部材５の端部に設けられた
係止突起７２は固定されないので、シャッタ補強部材３は回転軸部材７３を軸として回動
自在となっている。したがって、シャッタ補強部材３は自重によってこの回転軸部材７３
が軸着したガイドレール２にほぼ平行に近接する。したがって、スライド式シャッタ１４
を開いたときでもシャッタ補強部材３が邪魔になることが無い。
【００３３】
　また、シャッタ補強部材３によりスライド式シャッタ１４を補強するときには、図９に
示すようにシャッタ補強部材３を回転軸部材７３を軸として回転させ、回転軸部材７３が
取り付けられているガイドレール２と反対側のガイドレール２に取り付けられている係止
部９にシャッタ補強部材３のスライド部材５に形成されている係止突起７２を挿入できる
ように、シャッタ補強部材３を伸長させる。そして、係止突起７２を係止部９に固定した
後、係止部材６を締めることでシャッタ補強部材３の長さを固定する。すなわち、シャッ
タ補強部材３の一方の端が片側のガイドレール２上部に軸着され、シャッタ補強部材３の
他方の端が反対側のガイドレール２下部に固定される。したがって、シャッタ補強部材３
はスライド式シャッタ１４の対角線近傍に斜めに固定される。
【００３４】
　これにより、シャッタ板１にシャッタ補強部材３の弾性部材８を密着させることができ
、スライド式シャッタ１４を補強することができる。特に、斜め向きに固定することでシ
ャッタ板１と接する面が大きくなるので、スライド式シャッタの強風時のばたつきによる
騒音や破損をより効果的に防止できる。
【００３５】
　このように第３の実施形態によると、シャッタ補強部材３はきわめて簡便にスライド式
シャッタ１４を補強する状態にすることができると共に、スライド式シャッタ１４を補強
しないときにも別途保管場所が必要ない。
【００３６】
　（実施例４）
　本件発明の第４の実施形態を図１０および図１１に基づいて説明する。なお、第１の実
施形態と同一構成については、同じ符号を付し説明を省略する。
【００３７】
　筒状部材４は、中央付近の長手方向と垂直の面で２つに分断されている。この２つに分
かれた筒状部材４のうち開口部側の筒状部材４ａと爪部７１側の筒状部材４ｂとは蝶番１
１によって連結されている。蝶番１１は筒状部材４ａと筒状部材４ｂとのそれぞれの一側
面を固定する一対の金属片と、両金属片の間に形成され両金属片を回動可能に軸着する回

10

20

30

40

50

(6) JP 3912794 B1 2007.5.9



転軸と、からなる。両金属片が回転軸を中心にして回動動作をすることにより各金属片に
固定された筒状部材４ａおよび筒状部材４ｂが回動動作することとなり、筒状部材４は２
つ折り状態および直列状態となることができる。また、筒状部材４ａと筒状部材４ｂの分
離部分のうち蝶番１１によって連結された面とは異なる一面には、筒状部材４を２つ折り
状態または直列状態のいずれかに固定する固定金具１２が設置されている。この固定金具
は２つに分けられた筒状部材４の一方に引っかかり金具を設け、筒状部材４の他方に軸着
された引っ掛け金具を設けて成り、引っかかり金具に引っ掛け金具を引っ掛けることで、
筒状部材４を２つ折り状態または直列状態に固定することができる。また、スライド部材
５は、２つに分けられた筒状部材４のうち開口部を有する筒状部材４ａの長さ以下であり
、筒状部材４ａの内部に収納される。
【００３８】
　このように第４の実施形態によると、スライド式シャッタ１４からシャッタ補強部材３
を取り外したときには、シャッタ補強部材３の筒状部材４を２つ折り状態に固定すること
ができるので、より狭い保管スペースに保管することができる。また、図１１に示すよう
に、筒状部材４は直列状態に固定されてスライド式シャッタ１４に取り付けられているの
で、実施例１と同様にスライド式シャッタ１４を補強する効果が得られる。
【００３９】
　なお、シャッタ補強部材３は第１の実施形態、第２の実施形態および第３の実施形態に
おいて述べたとおり、筒状部材４の端部に設けられた爪部７１、係止突起７２または回転
軸部材７３とスライド５の端部に設けたれた爪部７１または係止突起７２とによってスラ
イド式シャッタ１４の一対のガイドレール２に固定されるが、更に支持部材１３を取り付
けることができる。
【００４０】
　この支持部材１３はシャッタ補強部材３がスライド式シャッタ１４に取り付けられた状
態でシャッタ補強部材３の筒状部材４の下側に取り付けられる。支持部材１３は、筒状部
材４に固定される固定部材１８、支持部材１３と筒状部材４の固定を補強する補強部材１
５、支持部材１３の長さを調節可能にする伸縮部材１６及び伸縮部材と固定部材とを締着
可能な締着部材１７を備える。固定部材１８の内部は空洞となっており、この空洞に伸縮
部材１６を退入および伸出させることにより支持部材１３を伸縮させる。支持部材１３は
２本用意され、それぞれ固定部材１８および補強部材１５によってシャッタ補強部材３の
筒状部材４に固定され、伸縮部材１６の一端を地面に接地させた状態で伸縮部材１６と固
定部材１８とを締着部材１７によって締着する。
【００４１】
　これにより、シャッタ補強部材３がより安定的にスライド式シャッタ１４に固定される
ことになると共に、シャッタ補強部材３の落下も防止できる。又、取付作業時における加
重も軽くなるので作業が楽になる。
【００４２】
　なお、本発明の実施形態は前述の第１の実施形態から第４の実施形態に限られるもので
はなく、例えば、筒状部材４の端部に回転軸部材７３を設けスライド部材５の端部に爪部
７１を設ける構成としてもよく、シャッタ補強部材３の一方の端部を爪部７１とし他方を
係止突起７２とする構成としてもよい。このような構成としても、スライド式シャッタを
補強できる効果を有し、本発明の目的を達することができる。
【００４３】
　また、第１の実施形態から第４の実施形態においては筒状部材４とスライド部材５とを
作業者の手作業で長手方向に押し引きすることで、シャッタ補強部材３を伸縮させる構成
としているが、これに代えて、例えば、筒状部材４に回動可能にレバーを軸着させて、筒
状部材４の内部に挿入されているスライド部材５と当該レバーとを係合させることで、当
該レバーの揺動によりスライド部材５が筒状部材４から伸出および収納できる構成として
もよい。このような構成としてもシャッタ補強部材３を伸縮させることができるので、本
発明の目的を達することができる。
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【産業上の利用可能性】
【００４４】
　以上のように、本発明に係るシャッタ補強部材は、短い時間で設置でき、安価で汎用性
に優れているので、強風の時などにスライド式シャッタを補強することに適している。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】両端部に爪部を設けたシャッタ補強部材３の一例を示す斜視図。
【図２】シャッタ補強部材を筒状部材４の係止部材６が取り付けられた面から略垂直に切
り取った断面図。
【図３】図１のシャッタ補強部材３をスライド式シャッタ１４に取り付けた状態を示す斜
視図。
【図４】両端部に係止突起７２を設けたシャッタ補強部材の一例を示す斜視図。
【図５】スライド式シャッタ１４の一対のガイドレール９に固定される係止部９を示す斜
視図。
【図６】図４のシャッタ補強部材３をスライド式シャッタ１４に取り付けた状態を示す斜
視図。
【図７】一端に係止突起７２を設け他端に回転軸部材７３を設けたシャッタ補強部材３の
一例を示す斜視図。
【図８】図７のシャッタ補強部材３がスライド式シャッタ１４を補強しない状態を示す斜
視図。
【図９】図７のシャッタ補強部材がスライド式シャッタ１４を補強する状態を示す斜視図
。
【図１０】二つ折り可能なシャッタ補強部材３の一例を示す斜視図。
【図１１】図１０のシャッタ補強部材３をスライド式シャッタ１４に固定した状態を示す
斜視図。
【図１２】筒状部材４に支持部材１３を取り付けたシャッタ補強部材３の一例を示す斜視
図。
【図１３】図１２のシャッタ補強部材３をスライド式シャッタ１４に取り付けた状態を示
す斜視図。
【符号の説明】
【００４６】
　１　シャッタ板
　２　ガイドレール
　３　シャッタ補強部材
　４　筒状部材
　５　スライド部材
　６　係止部材
　８　弾性部材
　９　係止部
７１　爪部
７２　係止突起
７３　回転軸部材
【要約】
【課題】台風などの強風時にスライド式シャッタを補強する部材について設置時間が短縮
でき、安価で、汎用性に優れたものを提供する。
【解決手段】上下に昇降するシャッタ板１の両端部に設けられた一対のガイドレール２に
シャッタ補強部材３の両端が着脱可能に構成されており、シャッタ補強部材３には一端に
開口部を有する筒状に形成された筒状部材４と、筒状部材４の内部にスライドして収納可
能であると共に筒状部材４の内部からスライドして伸出可能であるスライド部材５と、筒
状部材４とスライド部材５とを所定位置で固定させる係止部材６と、筒状部材４及びスラ
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イド部材５の端部に一対のガイドレール２とシャッタ板１との間に差し込まれる爪部と、
が備わる構成とする。
【選択図】図３

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

(12) JP 3912794 B1 2007.5.9



フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－１９４０６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２９６３７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１７３０３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３４６７２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０４－０４８３９５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０９－２０３２８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５６－１５５０９６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実公昭４８－００７１８８（ＪＰ，Ｙ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０６Ｂ　　９／１７　　　　　　

(13) JP 3912794 B1 2007.5.9


	bibliographic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

